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2025/11/18 

重要事項説明書 

介護予防訪問リハビリテーション（訪問リハビリテーション） 

 

【契約の目的】 

医療法人社団永生会 永生クリニック（以下「当施設」という）は、要支援状態及び要介護状態と認定さ

れたご利用者（以下「ご利用者」という）に対し、介護保険法令、及び重要事項説明書の趣旨に従って、ご

利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、訪

問リハビリテーションまたは介護予防訪問リハビリテーション（以下｢訪問リハビリテーション｣という）を

提供し、一方、ご利用者及びご利用者を保護する者（以下「代理人」という）は、当施設に対し、そのサー

ビスに対する料金を支払うことを契約の目的とします。 

 

【契約期間】 

 契約は、ご利用者が本重要事項説明書を当施設に提出した時から効力を有します。 

ご利用者は、前項に定める事項の他、本重要事項説明書、別紙 1、別紙 2、料金一覧表（別紙 3）及び別

紙 4 について同意した上で契約書提出をもって当施設利用を開始することができるものとします。 

 

【ご利用者からの解除】 

 ご利用者及びご家族等は、当施設に対し利用中止の意思表明をすることにより、本重要事項説明書に基づ

く訪問リハビリテーションサービス（以下｢リハビリテーションサービス｣という）の利用を解除・終了する

ことができます。なお、この場合ご利用者及びご家族等は速やかに当施設及びご利用者の居宅サービス計画

作成者に連絡するものとします。 

  

【当施設からの解除】 

 当施設は、ご利用者及びご家族等に対し次に掲げる場合は、本重要事項説明書に基づくリハビリテーショ

ンサービスの利用を解除・終了することができます。 

 １．ご利用者が要介護認定において自立と認定又は、ご利用の目標が達成された場合 

 ２．ご利用者の介護予防サービス（居宅介護サービス）計画で定められた利用単位数を超える場合 

３．ご利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設のリハビリテーションサービスの利用が困難で

あると判断された場合 

 ４．ご利用者及びご家族等が、本重要事項説明書に定める利用料金を 2 か月分以上滞納し、その支払いを

督促した日から 20 日間以内に支払われない場合 

 ５．ご利用者が、当施設、当施設職員又は他のご利用者に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為

又は反社会的行為を行った場合 

 ６．天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により当施設を利用していただくことがで

きない場合 

 ７．利用が長期（2 ヶ月）にわたり中止した場合 
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【利用料金】 

 ご利用者及びご家族等は、連帯して当施設に対し本重要事項説明書に基づくリハビリテーションサービス

の対価として、利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び、ご利用者が個別に利用したサ

ービスに伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設はご利用者の経済状況に変動が

あった場合、上記料金を変更することがあります。 

 当施設は、重要事項説明書に定める方に対し、前月利用料金の合計額の請求書を発行します。ご利用者及

びご家族等は、連帯して当施設に対し当該合計額を当該請求書が届いた月の 27 日にお支払いいただくもの

とします。なお、支払いの方法は口座振替を基本としますが、それ以外の支払方法は別途話し合いの上双方

合意した方法によります。さらに、ご利用者もしくはご家族等から上記利用料金の支払いを受け、領収書を

発行します。 

 

【記録と開示】 

 当施設は、ご利用者に提供したサービス内容の記録を作成し、その記録を利用終了後 2 年間保管します。 

 当施設は、ご利用者が上記の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じます。但し、ご

家族等やその他の者が記録の閲覧等を求めた際には、ご利用者の承諾があった場合やその他必要と認められ

る場合において、これに応じます。 

 

【身体の拘束等】 

 当施設は、原則としてご利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害のおそれがある等緊急やむ

を得ない場合は、施設管理者又は医師が判断し、説明と同意を得てから身体拘束その他ご利用者の行動を制

限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその状態及び時間、その際のご利用者の

心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。 

 

【秘密の保持及び個人情報の保護】 

 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得たご利用者又はその家族等に関

する個人情報の利用目的を別紙 4 のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らし

ません。但し、例外として次の項については、法令上、介護関係事業者が行うべき業務として明記されてい

ることから、情報提供を行うこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、照会等 

② 地域包括支援センター（介護予防支援事業所）、居宅介護支援事業所等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市への通知 

④ ご利用者に病状の変化が生じた場合等の主治医への連絡、情報提供、相談等 

⑤ 生命･身体の保護のために必要な場合（災害時において安否情報を行政に提供する場合等） 

⑥ 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合、ご利用者

本人を特定できないように使用することを厳守します。 

 （⑥についての情報提供については、個人が特定できるような状況である場合はご利用者 

  及びご家族等から予め同意を得た上で行うこととします。） 

上記に掲げる事項は、利用終了後も同様の扱いとします。 
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【緊急時の対応】 

  当施設ではご利用者に対し、施設医師の医学的判断により診療が必要と認める場合、当施設または併設医

療機関、その他の専門医療機関での診察を依頼することがあります。 

  当施設は、ご利用者に対し、当施設における対応が困難な状態、又は専門的な医学的対応が必要と判断し

た場合は、他の専門的機関を紹介します。 

  上記の他、ご利用中にご利用者の心身の状態が急変した場合は、当施設はご利用者及びご家族等が指定す

る者に対し速やかに連絡します。 

  

 【事故発生時の対応】 

リハビリテーションサービスを提供中にご利用者の症状の急変、転倒等の緊急事態が生じた場合には、当

施設はご利用者に対し必要な措置を講じます。また必要性があれば、施設の医師が診察します。その後施設

医師の医学的判断でより専門的対応が必要な場合は、併設医療機関またはその他の専門的機関での診療を依

頼します。 

  上記の他、当施設はご家族等、介護支援専門員、包括支援センター担当、当該市に対して速やかに連絡し

ます。また事故内容については当該市に事故記録を提出します。 

 

【要望又は苦情の申し出】 

  ご利用者及びご家族等は、当施設の提供するリハビリテーションサービスに対しての要望又は苦情等につ

いて地域包括支援センター、担当介護支援専門員、及び当法人、施設の苦情窓口、当該市、東京都国民健康

保険団体連合会等に申し出ることができます。また施設内に設置する「みなさまの声」に投函し申し立てる

こともできます。なお、苦情申し立てを行った事を理由として、利用者はいかなる不利益を受けることもあ

りません。 

 

【賠償責任】 

 リハビリテーションサービスの提供に伴って、当施設の責に帰すべき事由によってご利用者が被害を被っ

た場合、当施設はご利用者に対して加盟している保険会社と相談の上、損害を賠償するものとします。但し、

事業者の故意または過失によらない場合はこの限りではありません。またご利用者の責に帰すべき事由によ

って当施設が損害を被った場合、ご利用者及びご家族等は連帯して当施設に対して、その損害を賠償するも

のとします。 

 

【重要事項説明書に定めのない事項】 

 この重要事項説明書に定められていない事項は、介護保健施設法令その他諸法令に定めるところにより、

ご利用者又はご家族等と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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＜別紙１＞ 

医療法人社団永生会  

永生クリニック訪問リハビリテーションのご案内（運営規程概要） 

（2025 年 11 月 18 日現在） 

１．施設の概要 

 （１）施設の名称等 

    ・開設事業者名  医療法人社団永生会 

     理事長  安藤 高夫 

    ・事業所名称  医療法人社団永生会 永生クリニック 

     管理者  金子 弥樹 

    ・開設年月日  平成 18 年 4 月 1 日 

    ・所在地  東京都八王子市椚田町番地 588 番地 17 

    ・電話番号  042-661-7587 

・ファックス番号 042-661-7628 

    ・介護保険指定番号 1312926814 号 

 

 （２）医療法人社団永生会 永生クリニック訪問リハビリテーションの目的と運営方針 

   ［目的］ 

 医療法人社団永生会 永生クリニックは、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療

と日常生活上の介護などのリハビリテーションサービスを提供することで、ご利用者の能力に応じ

た日常生活を営むことができるようにし、居宅での生活を一日でも長く継続することができるよう、

在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

 当施設ではこの目的に沿って以下のような運営方針を定めています。 

 

   ［運営方針］ 

    ・ご利用者にとって、快適な生活を送っていただけるように、高齢者ケアの基本を踏まえた日常生

活サービスを支援します。 

    ・リハビリテーション施設として、職員とご家族との結びつきを大切にして、ご利用者とご家族の

絆がより深まるようなサポートを行います。 

    ・ご利用者の個々の症状、障害に応じた計画を作成します。 

    ・より良いサービスの提供が行われるように、職員全員が研修、研鑽に励みます。 

    ・生活リハビリを中心とした生活の質の向上を図ります。 

    ・ご利用者、ご家族のプライバシー及びご意見を尊重します。 

  

  （３）営業日及び営業時間 

 月・火・水・木・金・土 9：00〜16：55 まで 

    （定休：日・祝祭日・年末年始） 
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  （４）通常の事業の実施地域 

 八王子市全域 

     その他地域は応相談 

  

  （５）施設の職員体制 

 職員体制 業務内容 

理学療法士等 １名以上 利用者への訪問リハビリテーション 

＊理学療法士等とは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む。 

 

２．サービス内容 

① リハビリテーション計画の立案 

② 医学的管理 

③ 介護方法の助言や提案 

④ 機能訓練（リハビリテーション） 

⑤ その他 

     

３．利用料金 

   利用料金は、ご利用サービス毎の「別紙 3 料金一覧表」をご覧下さい。 

＊基本料金･加算料金とは別に、実費料金をいただくことがあります。 

  

４．連携医療機関等 

     当施設では、下記の医療機関や歯科医療機関と連携し、ご利用者の状態が急変した場合には、速やかに

対応をお願いするようにしています。 

    ・併設医療機関 

       ・名称    医療法人社団永生会 永生クリニック 

       ・住所    東京都八王子市椚田町 588 番地 17 

・連携医療機関 

       ・名称    医療法人社団永生会 永生病院 

       ・住所    東京都八王子市椚田町 583 番地 15 

    ・緊急時の連絡先 

        緊急の場合には緊急時連絡先に連絡します。 
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５．サービス提供にあたっての留意事項 

① サービスの利用に当って、体調不良等によって指定訪問リハビリテーション等に適さないと判断され

た場合には、サービスの提供を中止することがある。 

② 届出事項の変更として、利用者の住所・連絡先、その他事業所に届出または通知している事項に変更

があった場合、速やかにその旨を届け出ること。 

③ その他 

・  理学療法士等は年金管理、金銭の貸借など、利用料徴収以外での金銭の取り扱いは致しません。 

・  理学療法士等の業務は、法令で利用者の心身の機能維持回復のためのリハビリとされているため、

それ以外の業務は致しません。 

・  理学療法士等に対する贈り物や飲食等の接待等は、ご遠慮下さい。 

・  訪問時、衛生上、手洗いをさせていただきますので、流しや洗面所をお借りすることがあります。 

・  交通渋滞や他の利用者の状況、その他緊急訪問が生じた場合等は、訪問時間がずれることがあり

ます。 

・  悪天候などの止むを得ない事情により、訪問を中止させていただくことがあります。 

・  事業所の都合により、担当理学療法士等は変更になることがあります。 

・  犬、猫等のペットは訪問時ゲージに入れるか、リードに繋いでおいて下さい。 

・  理学療法士等に対して暴力（身体的・精神的）が発生した場合、サービスを中止させて頂くこと

があります。 

・  駐車場確保に伴う調整等をお願いすることがあります。 

 

6．非常災害対策 

① 当事業所は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害に対するため、定期的に非難、救出

その他必要な訓練を行うものとする。 

② 防災訓練：年 2 回以上。 

 

７．虐待防止に関する事項 

  事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者

に周知徹底を図ります。 

② 虐待の防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 前③合に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

８．要望及び苦情等の相談 

  当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情等がございましたら、下記の相談窓口までお気軽

にご相談、お申し出ください。職員、リハビリテーション科所属長、管理者で解決策を検討して、謝罪

と説明をさせて頂きます。 

① 医療法人社団永生会 永生クリニック 訪問リハビリ苦情担当係 

電話番号 042-661-7587 

受付時間 8：55～16：55（日・祝祭日を除く） 

施設に設置された「みなさまの声」もご利用いただけます。 
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② 永生会相談窓口 永生会コールセンター 

  電話番号 0120-001-083 

③ 八王子市役所 介護保険相談窓口高齢者福祉課 

  電話番号 042‐620-7420 

  受付時間 9：00～17：00（土・日・祝祭日を除く） 

④ 東京都国民健康保険団体連合会 

  電話番号 03‐6238‐0177 

  受付時間 9：00～17：00（土・日・祝祭日を除く） 

9．その他 

① 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備します。 

② 従業者は業務上知り得たご利用者またはそのご家族の秘密を保持します。 

③ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはそのご家族の秘密を保持させるため、従業者でな

くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

④ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団永生会が定めるものとします。 

⑤ 当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますのでご利用下さい。 

⑥ 診療所からの訪問リハビリにおいては利用開始時にあたり、疾患管理をしている主治医から情報提供

書をいただき、情報提供を受けた当診療所の医師が診察し訪問リハビリの指示をだすことが義務付け

られています。よって当診療所の医師がご利用開始前に訪問診療、もしくは外来診療をさせて頂きま

す。 

⑦ 上記診察のため訪問リハ開始時に医師の診察料がかかります。 

⑧ 情報提供書の作成にあたり、施設によって情報提供書料がかかる場合があります。 

⑨ 当施設は第三者機関による評価を受けていません。 
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＜別紙 2＞ 

 

 

 

 

 

リハビリテーションサービスについて 

 

 

１．各種保険証等の確認 

 ご利用のお申し込みにあたり、ご希望者の介護保険証、医療保険証等を確認させていただきます。 

 

２．リハビリテーションの概要 

 医療法人社団永生会永生クリニックで提供させて頂くリハビリテーションサービスは、要支援及び介

護状態の方の家庭等での生活を継続させるために立案されたリハビリテーションサービス（居宅介護サ

ービス）計画に基づき、当施設サービスを一定期間ご利用いただき、理学療法、作業療法、言語聴覚療

法その他必要なリハビリテーションを行い、ご利用者の心身の機能の維持・向上を図るために行われま

す。このサービスを提供するにあたっては、ご利用者に関わる様々な職種の従事者の協議によって、リ

ハビリテーション計画が作成されますが、その際ご本人様及びご家族等の希望を十分に取り入れ、また、

計画の内容については同意をいただくようになります。 
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＜別紙 3＞ 

永生クリニック 利用料金一覧表 

（訪問リハビリテーション）介護保険 

基本料金 

  項目 頻度 単位 
10 割 

料金(円) 

1 割料金

（円） 

2 割料金

（円） 

3 割料金

（円） 
備考 

□ 訪問リハビリ 
1 回 

(20 分) 

308 3336 334 668 1002 1 回 20 分以上

週 6 回まで 
□ 介護予防訪問リハビリ 298 3227 323 646 969 

加算料金 

  項目 頻度 単位 
10 割 

料金(円) 

1 割料金

（円） 

2 割料金

（円） 

3 割料金

(円) 
備考 

□ 短期集中リハ実施加算 1 日 200 2166 217 434 651 
3 か月以内 

（退院から） 

□ 退院時共同指導加算 1 回 600 6498 650 1300 1950 
退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

参加時 

□ 
サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 
1 回 6 65 7 14 21   

□ リハマネジメント加算(イ) 1 ヶ月 180 1949 195 390 585 

要介護者のみ 

□ リハマネジメント加算(ロ) 1 ヶ月 213 2307 231 462 693 

□ 医師の説明加算 1 ヶ月 270 2924 292 584 876 

□ 認知症短期集中リハ加算 １日 240 2599 260 520 780 

□ 移行支援加算 1 日 17 184 18 36 54 
 

＊ 自己負担料金：単価 10.83 円 

＊ 要支援認定者は利用開始月から 12 月超の利用の場合、1 回につき 30 単位を減算いたします。(除外要件あり) 

＊ 要介護認定者は利用開始月から 12 月超の利用の場合、リハマネジメント加算を算定いたします。 

＊ その他実費料金をいただくことがあります。実費料金は、発生月に利用料へ含め請求いたします。 

□ 交通費：八王子市外の場合 1 回の訪問につき 330 円（税込）の交通費が必要となります。 

（訪問リハビリテーション）医療保険 

＊ その他実費料金をいただくことがあります。実費料金は、発生月に利用料へ含め請求いたします。 

□ 交通費： 1 回の訪問につき 330 円（税込）の交通費が必要となります。    

１か月のご利用料金はおよそ             円

  項目 頻度 点 1 割(円) 2 割(円) 3 割(円) 備考 

□ 訪問リハ管理指導料 
1 単位につき 

(20 分） 
300 300 600 900 週 6 単位まで 
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利用契約書 

 

 医療法人社団永生会 永生クリニックのリハビリテーションサービスを利用いただくにあたり、甲は重要

事項説明書及び別紙 1、別紙 2、別紙 3 を受領し、これらの内容に関して乙、担当者による説明を受け、こ

れらを十分に理解した上で同意し契約を結びます。また、本書面を 2 通作成し、事業者、利用者が署名捺印

の上 1 通ずつ保有するものとします。 

     年   月   日 

（甲） ご利用者 

      住  所                        

      氏  名                      印 

ご利用者のご家族代表者 

      住  所                        

  氏  名                （続柄  ）印 

代理人 

      住  所                        

  氏  名                （続柄  ）印 

 

（乙） 事業者 

  事業所名 医療法人社団 永生会 永生クリニック     

  住  所 東京都八王子市椚田町 588 番地 17        

  電  話 042−661−7587                   

  管理者       金子 弥樹           印 

  説明者                       印 
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＜別紙 4＞ 

個人情報の利用目的 

 

 医療法人社団永生会 永生クリニックではご利用者又はその家族等の尊厳を守り安全に配慮する施設理

念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下の通り定め、同目的の範囲内でのみ使用いた

します。 

 

【ご利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔施設内部での利用目的〕 

・ 当施設がご利用者等に提供する介護サービス 

・ 介護保険事務 

・ 介護サービスのご利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

―入退所等の管理 

―会計・経理 

―事故等の報告 

―当該ご利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・ 当施設がご利用者等に提供する介護サービスのうち 

―ご利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携

（サービス担当者会議等）、照会への回答 

―ご利用者の診療等にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

―ご家族等への心身の状況説明 

・ 介護保険事務のうち 

―保険事務の委託 

―審査支払機関へのレセプトの提出 

―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・ 当施設の管理運営業務のうち 

―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

―当施設において行なわれる学生の実習への協力 

―当施設において行なわれる事例研究 

 〔他の事業者への情報提供に係る利用目的〕 

・ 当施設の管理運営業務のうち 

―外部監査機関への情報提供 
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 医療法人社団永生会 永生クリニックのリハビリテーションサービスを利用いただくにあたり、甲は個人

情報の利用に関して乙、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で、個人情報を契約書の内容

及び個人情報利用目的の範囲内で使用することに同意いたします。 

 

     年   月   日 

（甲） ご利用者 

      住  所                        

      氏  名                      印 

ご利用者のご家族代表者 

      住  所                        

  氏  名              （続柄    ）印 

代理人 

      住  所                        

  氏  名              （続柄    ）印 

 

（乙） 事業者 

  事業所名 医療法人社団 永生会 永生クリニック     

  住  所 東京都八王子市椚田町 588 番地 17          

  電  話 042−661−7587                   

  管理者       金子 弥樹           印 

  説明者                       印 

 


